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招集ご通知

証券コード　2475
2025年6月10日

（電子提供措置の開始日2025年６月２日）
株　主　各　位

兵 庫 県 姫 路 市 豊 沢 町 7 9 番 地
ＷＤＢホールディングス株式会社

代表取締役社長 中 野 敏 光
第40期定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第40期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について
電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウ
ェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

　当社ウェブサイト　https://www.wdbhd.co.jp/ir/meeting.html
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「第40期定時株主総会招集ご通知」のPDFをご確認くださ
い。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも
掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ＷＤＢホールディングス」
又は「コード」に当社証券コード「2475」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順
に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面（郵送）によって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年６月25日（水曜日）午後
５時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬　具
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招集ご通知

1. 日 時 2025年６月26日（木曜日） 午前10時（受付開始 午前９時10分）
2. 場 所 兵庫県姫路市豊沢町79番地　当社本社ビル５階講堂

（末尾のご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項
[報告事項] １. 第40期（自 2024年４月１日　至 2025年３月31日）事業報告、連結計算書類

ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第40期（自 2024年４月１日　至 2025年３月31日）計算書類報告の件

[決議事項]
第１号議案
第２号議案

剰余金の処分の件
定款一部変更の件

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

記

以　上
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

1.　当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願
い申し上げます。

2.　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前ページのインターネット上の当社ウェブサイトお
よび東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。

3.　本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載し
た書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令お
よび当社定款の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。

①　事業報告の「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運
用状況の概要」

②　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
③　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

なお、会計監査人および監査等委員会は、上記の事項を含む監査対象書類を監査しております。
4.　株主総会終了後に、株主の皆様との交流の場として、株主懇談会（事業説明会）ならびに、株

主懇親食事会を予定しておりますので、何卒ご出席賜りますようお願い申し上げます。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げま
す。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネット等で議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページのご案内に従って、議案に
対する賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示の上、ご返送ください。

開催日時 行使期限 行使期限

2025年６月26日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時10分）

2025年６月25日（水曜日）
午後５時入力完了分まで

2025年６月25日（水曜日）
午後５時到着分まで

議決権行使書のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・２・４号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対の場合 「否」の欄に〇印

第３号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対の場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を反対する場合
「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。

インターネット等および書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権
行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを
有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があ
ったものとしてお取り扱いいたします。
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議決権行使についてのご案内

インターネット等による議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法

「スマート行使」
議決権行使コード・パスワードを

入力する方法
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権
行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限
り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取っ
てください。1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号  ○○○○○○○○　議決権の数 XX 個 1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」
をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」
をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。3

「パスワード」を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　9：00～21：00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能で
す。
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事業の経過およびその成果、設備投資の状況、資金調達の状況

（2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで）
事　業　報　告

1. 企業集団の現況に関する事項
⑴ 事業の経過およびその成果

　当社グループは、理学系分野（化学・バイオテクノロジー）の派遣を中心とした人材サービス事
業および、CRO事業（医薬品開発の業務受託）を行う企業集団です。

　人材サービス事業に関する事業環境および状況については、当連結会計年度（2024年４月～
2025年３月）の有効求人倍率（季節調整値）の平均値が1.25倍（前期比0.04ポイント減）、完全
失業率（季節調整値）の平均値が2.5％（前期比0.1ポイント減）となりました。当社グループの提
供する人材派遣サービスに対する需要は、厳しい人手不足を反映して底堅く推移する一方、需要に
応えるための求職者確保が課題となっております。
　この課題に対応するため、当社グループでは2022年４月以降、派遣スタッフの待遇改善に向け
た施策を継続しております。当連結会計年度においては、2024年４月に派遣スタッフの報酬を平
均5.6％引き上げました。また、派遣サービスプラットフォーム「doconico（ドコニコ）」を活
用した営業活動のオンライン化、東京と神戸に設けたサポートデスクへの業務の集約、および
ChatGPTを活用した生産性の向上などにより、コストの削減を進め、派遣スタッフの待遇改善の
原資としました。また、今後のさらなる待遇改善に向け、派遣料金の値上げ交渉も行いました。
　CRO事業については、医薬品メーカーおよび医療機器メーカーから受託した業務を正確・迅速
に処理するため、業務の標準化・自動化をさらに推し進め、顧客の課題解決に貢献しました。ま
た、海外においては利益率の高い事業へ経営資源を集中するため、フィンランドのメドファイルズ
について一部の不採算事業を売却し、アメリカのDZSは事業を停止いたしました。

　以上のような活動の結果、当連結会計年度の売上高は、51,136百万円（前期比 3.7％増）とな
りました。営業利益は、5,068百万円（前期比 7.3％減）、経常利益は、5,095百万円（前期比 
7.5％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は、3,051百万円（前期比 14.0％減）となりまし
た。
　また、当社が重視している指標である売上高営業利益率は9.9％（前期は11.1％）、売上高経常
利益率は10.0％（前期は11.2％）、ROEは9.9％（前期は12.3％）となりました。
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事業の経過およびその成果、設備投資の状況、資金調達の状況

第39期 第40期（当期)
前期比増減

売上高 構成比 売上高 構成比

人 材 サ ー ビ ス 事 業 42,117,315 85.4％ 42,985,663 84.1％ 2.1％

Ｃ Ｒ Ｏ 事 業 7,180,636 14.6％ 8,150,999 15.9％ 13.5％

合 計 49,297,952 100.0％ 51,136,663 100.0％ 3.7％

部門別概況
部門別の内訳につきましては、次のとおりであります。

（単位：千円）

⑵ 設備投資の状況
　当期中の設備投資の総額は3,553,673千円であります。

⑶ 資金調達の状況
　該当事項はありません。
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対処すべき課題

⑷ 対処すべき課題
　当社グループは、「人材サービス事業」および「ＣＲＯ事業」を主な事業領域としており、「研
究」に関わる分野において「プラットフォーム」を活用することにより、より高い付加価値を創出
していくことを経営目標としております。「埋もれた価値を発掘し、新たな価値を創造していく会
社でありたい」という経営理念の下、理学系研究職派遣サービスを中心に、事業を行っておりま
す。

　日本社会全体の労働力人口減少とそれに伴う採用競争の激化を受けて賃金水準は上昇し続け、人
材の確保は年々厳しさを増しております。
　この影響は人材派遣業界にも及んでいます。求職者の選択肢が増える中、派遣スタッフを確保す
るためには賃金を上げ続ける必要があることに加え、求人募集費も高まり続けています。その結
果、派遣会社の利益率は強く圧迫されており、大手の中でも赤字になる会社が出てきています。将
来的な人手不⾜も相まって、このような現象が加速すれば、日本型の人材派遣モデルは成⽴しなく
なっていくのではないかと考えています。同業他社において、人材紹介や業務受託、求人広告な
ど、派遣以外の事業に活路を見出そうとする動きが見られるのも、その予兆であるととらえていま
す。
　CRO業界も、従来のビジネスモデルのままでは安泰とはいえません。受託した業務を人の手で
処理する構造である以上、賃金水準の上昇は利益率に対する圧迫要因になります。加えて、生成AI
等の技術進化により、定型業務の自動化が進む可能性は高く、アウトソーシングに依存する業務運
用が見直されることが予想されます。そのため、業界全体としても、提供価値の再定義と事業構造
の変革が求められています。

　こうした考えから、当社は以下の戦略に基づいて事業を展開しています。

　まず、人材派遣会社としての価値を極限まで高めることを目指します。
　当社グループは理学系技術者・研究者の人材派遣を専門としておりますので、一般的な職種を扱
う派遣会社に比べ、比較的高い利益率を維持しております。この強みを活かし、中期的には派遣ス
タッフの報酬アップを継続することに加え、「転勤を伴わない正社員型派遣」の取り組みと、営業
体制の強化によって求職者のニーズにあった仕事をより多く取り揃えることで、新規の求職者から
選ばれる割合を高めるとともに、当社グループから就業している派遣スタッフの契約が終了した際
にも、速やかに次の派遣先を提供できるよう対応力を高め、継続就業につなげます。
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対処すべき課題

　また、複数の派遣会社に対して一斉に派遣サービスを発注でき、契約締結後の勤怠や請求等も一
元管理できる派遣サービスプラットフォーム「ドコ１」を、2025年5月に公開しました。ドコ１
を⾜がかりに新たなお客様とのお取引を開始し、派遣のご注文を頂ける関係を築くという、顧客獲
得の方法にも取り組んでいきます。
　長期的には、「求職者と就業先の仲介」と「就業中の支援」という、派遣会社の２つの価値を極
限まで高めていきます。当社グループはすでにこの両方に、他社にはない強みを持っていますが、
今後さらにプラットフォームを進化させることで極限まで自動化を進め、仲介コストを削減して派
遣スタッフの報酬を高め続けるとともに、就業中の丁寧なフォローをさらに磨いていくことで、市
場環境の厳しさがさらに増し、他社が新たな事業に転換せざるを得なくなったとしても、当社グル
ープは派遣会社として顧客と派遣スタッフから支持されることで事業を継続します。そうなれば、
現在のような激しい競合状態は解消され、高利益率を確保できる新たなビジネスモデルの構築も可
能であると考えています。

　また、プラットフォーム運営会社への転身にも取り組みます。
　当社は2016年以降、「プラットフォーム運営会社」を目指して様々な取り組みを行い、その成
果として、派遣サービスをデジタル化するプラットフォーム「doconico」と「ドコ1」、CROサ
ービスをデジタル化するプラットフォーム「CoCopos」を世に送り出しました。
　次に目指すのは、派遣以外の新しいサービスを提供するプラットフォームです。doconicoとド
コ1の開発および運営を通じて、当社はプラットフォーム運営会社としてのノウハウを積み重ねて
きました。この経験と実績を活かし、数年後のサービス開始を目指して、開発に取り組んでいま
す。

　CRO事業については、中期的に、プラットフォームとAIを活用して業務の効率化を進め、社員
の待遇改善を実現しながら、短期的な利益への影響を最低限に押さえつつ、事業の拡大を図りま
す。また、海外のCRO事業では利益率の低さが課題でしたが、2025年2月に不採算事業を売却す
る等して収益性の改善に取り組んでいます。
　長期的には、生成AIや自動化技術の進展により、人手による定型作業が代替されるという変化に
正面から向き合い、プロセスの自動化・標準化に加え、業務の安定性と効率性を両⽴するセンター
運営の強化を着実に推進します。そのうえで、判断・顧客対応・品質担保・マルチタスクへの対応
など、人が担うべき実務価値領域に資源を集中させ、AIと共存する新たなCROモデルを確⽴しま
す。ドキュメント支援やPMS支援、臨床研究支援では、業務の標準化やツールの導入、プロセスの
デジタル化を進め、再現性と生産性の向上を図ります。
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対処すべき課題

　また今後、国内で需要が見込まれる高度な医療機器分野においては、開発から申請、市販後まで
をカバーする一貫支援体制を基盤とし、そこにデジタル技術とデータの活用を組み込んでいき、国
内外における事業展開を多面的に支援できる体制へと進化させていきます。
　加えて、医療・医薬関連領域において、新たな事業の創出に取り組みます。既存サービスが対応
しきれていない細分化された実務課題に対し、現場の実態に即した支援モデルをデジタルと融合さ
せて構築し、特定領域で高い専門性と収益性を両⽴する新しい価値を提供します。

　これらの取り組みを行い、長期的に事業を発展させてまいります。
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事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況、他の会社の事業の譲受けの状況、吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務
の承継の状況、他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況、財産および損益の状況の推移

⑸ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　2025年2月28日を効力発生日として、当社の連結子会社である Oy Medfiles Ltd. のラボラト
リーサービス事業を、Eurofins BioPharma Product Testing Finland Oy に譲渡いたしました。

⑹ 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑺ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑻ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　該当事項はありません。

期　別
区　分

第37期
2022年３月期

第38期
2023年３月期

第39期
2024年３月期

第40期(当期)
2025年３月期

売 上 高 (千円) 46,875,964 47,602,446 49,297,952 51,136,663
経 常 利 益 (千円) 6,393,458 5,614,843 5,505,911 5,095,377
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 (千円) 4,171,272 3,540,641 3,548,111 3,051,142

1株当たり当期純利益(円） 211.32 179.75 180.67 155.36
総 資 産 (千円) 33,828,472 36,198,765 39,827,601 41,753,226
純 資 産 (千円) 25,796,427 28,463,963 31,150,978 33,241,048
1 株 当 た り 純 資 産 額 ( 円 ） 1,272.25 1,405.74 1,529.85 1,624.01

第38期 2022年11月 自己株式取得 △258,300千円

⑼ 財産および損益の状況の推移

（注）1. １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数に基づき、１株当たり純資産額は期末発行済株式総数
に基づき算出しております。なお、発行済株式総数につきましては、自己株式を控除した株式数によっ
ております。

2. 各期の純資産増減額のうち、増資等による主なものは下記のとおりであります。

3. 第40期の状況につきましては、前記「⑴　事業の経過およびその成果」に記載のとおりであります。
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重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容

会 社 名 資 本 金 当社議決権比率 主 要 な 事 業 内 容
Ｗ Ｄ Ｂ 株 式 会 社 450,000千円 100％ 理学系研究職の派遣および人材紹介
Ｗ Ｄ Ｂ 工 学 株 式 会 社 200,000千円 100％ 工学系技術職の常用雇用派遣

Ｗ Ｄ Ｂ コ コ 株 式 会 社 279,983千円 68％ 医薬品有害事象等の情報収
集および当局への報告業務

O y  M e d f i l e s  L t d . 112千ユーロ 100％ 医薬品等の申請・承認関連の
支援業務

株 式 会 社 コ ー ブ リ ッ ジ 110,000千円 100％ 薬事申請サービス
ＭＦ登録申請･国内管理人業務

ネ ゾ ッ ト 株 式 会 社 200,000千円 100％
WDBグループの事業領域に
おける独自プラットフォーム
の立ち上げ・運営・管理、新
規事業の開発推進

ド コ １ 株 式 会 社 100,000千円 100％ 人材派遣一元管理プラットフ
ォームの開発・販売・運営

⑽ 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社との関係

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
　該当事項はありません。

⑾ 主要な事業内容（2025年３月31日現在）
　当社グループは、理学系分野を中心とした人材派遣・人材紹介サービスを主な事業とし、その他
に薬事申請・安全性管理業務の受託事業等を営んでおります。
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主要な事業所等、従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

名 称 所 在 地

本 社 兵庫県姫路市豊沢町79番地

東 京 本 社 東京都千代田区丸の内２－３－２ 郵船ビルディング２F

子 会 社

Ｗ Ｄ Ｂ 株 式 会 社 東京都千代田区

Ｗ Ｄ Ｂ 工 学 株 式 会 社 東京都千代田区

Ｗ Ｄ Ｂ コ コ 株 式 会 社 東京都中央区

株 式 会 社 コ ー ブ リ ッ ジ 東京都千代田区

O y  M e d f i l e s  L t d . Vantaa,FINLAND

ネ ゾ ッ ト 株 式 会 社 東京都千代田区

ド コ １ 株 式 会 社 東京都千代田区

⑿ 主要な事業所等（2025年３月31日現在）

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

5,452人(597人) 61人増(7人減) 39.07歳 4.54年

⒀ 従業員の状況（2025年３月31日現在）

（注）1. 従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数（時間給のフレックス社員およびパートタイマーを含みま
す。）は、当期の平均人員を（　）外記で記載しております。

2. 従業員数には、常用雇用派遣労働者数を含めて記載しております。

⒁ 主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）
　該当事項はありません。

⒂ その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

⑴ 発行可能株式総数 80,240,000株

⑵ 発行済株式の総数 20,060,000株 (自己株式421,034株を含む)

⑶ 株主数 4,341名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 ％

中野商店株式会社 9,659,600 49.19

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,311,900 6.68

特定有価証券信託受託者　株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 675,100 3.44

BBH FOR FIDELITY LOW－PRICED STOCK FUND 631,202 3.21

光通信株式会社 627,600 3.20

中野　敏光 600,000 3.06

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 551,098 2.81

大塚　美樹 480,000 2.44

日本生命保険相互会社 400,000 2.04

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 386,600 1.97

2. 会社の株式に関する事項（2025年３月31日現在）

⑷ 上位10名の大株主

（注）持株比率は、自己株式（421,034株）を控除して計算しております。

⑸ その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。

3. 会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長 中 野 敏 光 ＷＤＢ株式会社　代表取締役

ＷＤＢ工学株式会社　取締役
ＷＤＢココ株式会社　取締役
ネゾット株式会社　代表取締役
ドコ１株式会社　代表取締役

専 務 取 締 役 大 塚 美 樹 ＷＤＢ株式会社　専務取締役
ＷＤＢ工学株式会社　取締役
Oy Medfiles Ltd. Chairman
株式会社コーブリッジ　代表取締役

常 務 取 締 役 加 藤 正 久 営業担当
取 締 役 黒 田 清 行 弁護士（弁護士法人三宅法律事務所代表社員）

株式会社不動テトラ　社外取締役（監査等委員）
取 締 役 木 村 裕 史 弁護士（木村法律事務所所長）

フジプレアム株式会社　社外取締役
播陽証券株式会社　社外監査役

取 締 役
（常勤監査等委員） 鵜 飼 茂 一 ＷＤＢ株式会社　監査役

ＷＤＢ工学株式会社　監査役
株式会社コーブリッジ　監査役
ドコ１株式会社　監査役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 濱 田 　 聡 公認会計士（ハマダ税理士法人 代表社員）

株式会社西松屋チェーン　社外取締役（監査等委員）
取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 有 田 知 德 弁護士（銀座中央法律事務所）

長谷川香料株式会社　社外監査役

4. 会社役員に関する事項
⑴ 取締役の氏名等（2025年３月31日現在）

（注）1. 取締役黒田清行、同木村裕史、監査等委員濱田聡、同有田知德の各氏は社外取締役です。
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会社役員に関する事項

区　分 支給人員 支給額
取締役(監査等委員を除く) 5名 144,282千円

(うち社外取締役) (2名) (10,947千円)
取締役(監査等委員) 3名 29,368千円
(うち社外取締役) (2名) (16,630千円)

計 8名 173,650千円

2. 黒田清行、木村裕史、濱田聡、有田知德の各氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相
反が生じるおそれのない独立役員であります。

3. 監査等委員鵜飼茂一氏は金融機関における長年の経験があり、また税理士資格も有しており、財務およ
び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

4. 監査等委員濱田聡氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する高度な知見を有するも
のであります。

⑵ 取締役の報酬等の額

（注）1. 上記支給額には、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金繰入額25,666千円（取締役（監査
等委員を除く）24,085千円、取締役（監査等委員）1,580千円）を含んでおります。

2. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2018年６月21日開催の第33期定時株主総会におい
て、年額250百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内）（ただし、使用人分給与は含まない。）
と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、５名（う
ち、社外取締役は２名）です。

3. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2018年６月21日開催の第33期定時株主総会において、年額
50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、
３名（うち、社外取締役は２名）です。

経営幹部・取締役の報酬決定の方針
　当社は、2021年２月５日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除
く。以下、「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しておりま
す。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決
定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを
確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
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会社役員に関する事項

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と退職慰労金とし、他社水準、当社の業績、従
業員給与の水準を考慮し、経営能力、功績、貢献度などに応じて決定しております。
　経営幹部の報酬については、会社業績や経済情勢等を勘案したうえで、職責と成果を反映さ
せた体系としております。
　監査等委員でない取締役の報酬については、上記方針に基づき代表取締役が原案を策定し、
取締役会で決定しております。
　監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により、具体的
な金額を決定しております。

⑶ 社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

　取締役黒田清行氏は、弁護士法人三宅法律事務所代表社員および株式会社不動テトラ社外取締
役（監査等委員）を兼務しております。なお、当社と弁護士法人三宅法律事務所および株式会社
不動テトラとの間には特別の関係はありません。
　取締役木村裕史氏は、木村法律事務所所長、フジプレアム株式会社社外取締役および播陽証券
株式会社社外監査役を兼務しております。なお、当社と木村法律事務所、フジプレアム株式会社
および播陽証券株式会社との間には特別の関係はありません。
　取締役（監査等委員）濱田聡氏は、ハマダ税理士法人代表社員および株式会社西松屋チェーン
社外取締役（監査等委員）を兼務しております。なお、当社とハマダ税理士法人および株式会社
西松屋チェーンとの間には特別の関係はありません。
　取締役（監査等委員）有田知德氏は、銀座中央法律事務所所属弁護士および長谷川香料株式会
社社外監査役を兼務しております。なお、当社と銀座中央法律事務所および長谷川香料株式会社
との間には、特別の関係はありません。
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会社役員に関する事項

区 分 氏 名 主な活動状況

社 外 取 締 役

黒 田 清 行

当事業年度開催の取締役会には、14回中14回出席し、議案
審議等につき、主として弁護士としての専門的見地から、
取締役会で積極的に意見を述べており、経営活動に必要な
発言および取締役会の意思決定の妥当性、適法性を確保す
るための適切な役割を果たしております。

木 村 裕 史

当事業年度開催の取締役会には、14回中12回出席し、議案
審議等につき、主として弁護士としての専門的見地から、
取締役会で積極的に意見を述べており、経営活動に必要な
発言および取締役会の意思決定の妥当性、適法性を確保す
るための適切な役割を果たしております。

社 外 取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

濱 田 　 聡

当事業年度開催の取締役会には、14回中13回出席し、監査
等委員会には13回中13回出席いたしました。公認会計士と
して培ってきた豊富な経験・見地から、取締役会で積極的
に意見を述べており、特に経理・財務について専門的な立
場から助言を行うなど、経営活動に必要な発言および取締
役会の意思決定の妥当性、適法性を確保するための適切な
役割を果たしております。
また、監査等委員会では、監査結果についての意見交換、
監査に関する重要事項の協議等を行っております。

有 田 知 德

当事業年度開催の取締役会には、14回中13回出席し、監査
等委員会には13回中12回出席いたしました。主として弁護
士としての専門的見地から、取締役会で積極的に意見を述べ
ており、経営活動に必要な発言および取締役会の意思決定の
妥当性、適法性を確保するための適切な役割を果たしており
ます。
また、監査等委員会では、監査結果についての意見交換、監
査に関する重要事項の協議等を行っております。

② 当事業年度における主な活動状況
取締役会および監査等委員会への出席状況および発言状況

③ 社外役員の報酬等総額
　「⑵　取締役の報酬等の額」に記載のとおりです。
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会社役員に関する事項

⑷ 常勤の監査等委員の選定の有無およびその理由
　当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集およ
び重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にす
るため、鵜飼茂一氏を常勤の監査等委員として選定しております。

⑸ 責任限定契約に関する事項
　当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役黒田清行氏、木村裕史氏および取締役（監
査等委員）鵜飼茂一氏、濱田聡氏、有田知德氏との間で、会社法第423条第１項に定める賠償責任の
限度額を、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がない時に限り会社法第425条第１項各号に定める
金額の合計額とする旨の責任限定契約を締結しております。

⑹ 役員等賠償責任保険契約に関する事項
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し
ております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社グループに所属する役員および管理職従業員等で
あり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の過誤、義務違反、不
作為等を理由に提起された損害賠償請求等により被保険者が被る損害を填補することとしておりま
す。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の故意による
背信行為、犯罪行為もしくは詐欺行為または故意による法令違反等に起因して損害賠償請求等が提起
された場合には填補の対象としないこととしております。
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会計監査人の状況

① 当社の当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 34,640千円
② 当社および当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の

利益の合計額 56,820千円

     

5. 会計監査人の状況
⑴ 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

⑵ 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過
年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績および報酬額の推移ならびに会計監査人
の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人
の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

⑶ 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑷ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社は、会計監査人が適格性・独立性を害する等の事由により、適正な監査の遂行が困難である
と判断した場合、監査等委員会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目
的とすることといたします。また、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当する
と認められる場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたしま
す。

（本事業報告中の記載数字は、金額については千円未満を切捨て、比率等については四捨五入しております。）
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連結貸借対照表

連結貸借対照表

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売掛金及び契約資産
棚 卸 資 産
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び車両運搬具
工 具 器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
保 険 積 立 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

　

27,406,101
20,574,579
6,446,076

64,791
320,654

14,347,124
12,068,474
1,218,977
165,459
78,377

6,739,821
79,745

3,786,092

149,085
149,085

2,129,564
797,393
260,968
893,008
178,194

　

流 動 負 債 6,936,261
買 掛 金 2,337,858
未 払 法 人 税 等 1,029,138
未 払 消 費 税 等 949,795
賞 与 引 当 金 839,991
そ の 他 1,779,477

固 定 負 債 1,575,916
役員退職慰労引当金 555,825
資 産 除 去 債 務 277,395
退職給付に係る負債 394,648
そ の 他 348,047

負 債 合 計 8,512,177
純 資 産 の 部

株 主 資 本 31,576,318
資 本 金 1,000,000
資 本 剰 余 金 709,077
利 益 剰 余 金 31,144,590
自 己 株 式 △1,277,349

その他の包括利益累計額 317,611
その他有価証券評価差額金 40,428
為 替 換 算 調 整 勘 定 206,733
退職給付に係る調整累計額 70,448

非 支 配 株 主 持 分 1,347,118
純 資 産 合 計 33,241,048

資 産 合 計 41,753,226 負 債 ・ 純 資 産 合 計 41,753,226

（2025年３月31日現在）
（単位：千円）

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結損益計算書

連結損益計算書
（2024年 4 月 1 日から

2025年 3 月31日まで）
科 目 金 額

売 上 高 51,136,663
売 上 原 価 39,394,363

売 上 総 利 益 11,742,299
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,673,959

営 業 利 益 5,068,340
営 業 外 収 益

助 成 金 収 入 7,424
そ の 他 29,549 36,973
営 業 外 費 用

為 替 差 損 3,175
そ の 他 6,759 9,935
経 常 利 益 5,095,377

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 81 81
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 19,460
固 定 資 産 売 却 損 170
為 替 換 算 調 整 勘 定 取 崩 損 12,722 32,352
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 5,063,106
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,779,184
法 人 税 等 調 整 額 △66,418 1,712,766
当 期 純 利 益 3,350,340
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 299,197
親会社株主に帰属する当期純利益 3,051,142

（単位：千円）

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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貸借対照表

貸 借 対 照 表

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

工 具 器 具 備 品

車 両 及 び 運 搬 具

機 械 装 置

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

敷 金 及 び 保 証 金

保 険 積 立 金

そ の 他
　

2,927,540

2,651,083

276,457

15,029,578
11,574,926

1,013,841

10,565

21,928

1,440

1,237

6,739,821

3,786,092

3,000

3,000

3,451,651

127,731

2,333,509

573,019

257,282

160,108
　

流 動 負 債 275,750
未 払 法 人 税 等 199,633
未 払 金 55,782
そ の 他 20,334

固 定 負 債 836,575
繰 延 税 金 負 債 75,147
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 555,825
資 産 除 去 債 務 205,601

負 債 合 計 1,112,325
純 資 産 の 部

株 主 資 本 16,804,363
資 本 金 1,000,000
資 本 剰 余 金 218,024
資 本 準 備 金 52,525
そ の 他 資 本 剰 余 金 165,498

利 益 剰 余 金 16,863,688
利 益 準 備 金 197,474
そ の 他 利 益 剰 余 金 16,666,214
別 途 積 立 金 2,350,000
繰 越 利 益 剰 余 金 14,316,214

自 己 株 式 △ 1,277,349
評 価 ・ 換 算 差 額 等 40,428

その他有価証券評価差額金 40,428
純 資 産 合 計 16,844,792

資 産 合 計 17,957,118 負 債 ・ 純 資 産 合 計 17,957,118

（2025年３月31日現在）
（単位：千円）

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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損益計算書

損 益 計 算 書
（2024年 4 月 1 日から

2025年 3 月31日まで）
科 目 金 額

営 業 収 益 4,482,593
営 業 費 用 1,215,790

営 業 利 益 3,266,803
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 5,203
投 資 損 失 引 当 金 戻 入 額 37,656
そ の 他 5,161 48,021
経 常 利 益 3,314,824

特 別 損 失
子 会 社 株 式 評 価 損 4
子 会 社 清 算 損 176 181
税 引 前 当 期 純 利 益 3,314,643
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 177,948
法 人 税 等 調 整 額 2,204 180,152
当 期 純 利 益 3,134,490

（単位：千円）

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）

－ 23 －



2025/05/29 16:06:30 / 24182387_ＷＤＢホールディングス株式会社_招集通知_電子提供措置用

連結会計監査報告

独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西 方 　 実
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 村 上 育 史

2025年5月15日
ＷＤＢホールディングス株式会社

取 締 役 会 御 中
有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ
　 神 戸 事 務 所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ＷＤＢホールディングス株式会社の2024年4月1日から
2025年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＷＤＢホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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連結会計監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結
計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項
が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結
論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算
書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査
証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指
揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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個別会計監査報告

独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西 方 　 実
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 村 上 育 史

2025年5月15日
ＷＤＢホールディングス株式会社

取 締 役 会 御 中
有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ
　 神 戸 事 務 所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ＷＤＢホールディングス株式会社の2024年4月1
日から2025年3月31日までの第40期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

－ 26 －
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個別会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書におい
て計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切
でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第40期事業年度における取締役の職務の執行
を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並
びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法
で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から

その職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務
及び財産の状況を調査しました。
また、子会社については、常勤監査等委員が一部子会社の監査役を兼務しており、子会社の取締役会及び
重要会議に出席するほか、子会社の取締役及び使用人等と意思疎通及び情報の交換を図り、会社の内部監
査部門と連携して子会社の主要拠点において業務及び財産の状況を調査しました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる
事項）を「監査に関する品質管理基準」（令和３年11月16日 企業会計審議会）等に従って整備している
旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２. 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム

に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘
すべき事項は認められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常勤監査等委員 鵜 飼 茂 一 ㊞
監 査 等 委 員 濱 田 　 聡 ㊞
監 査 等 委 員 有 田 知 德 ㊞

2025年５月16日
ＷＤＢホールディングス株式会社　監査等委員会

(注)監査等委員濱田聡及び有田知德は、会社法第２条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であり
ます。

監査等委員会の監査報告書　謄本

－ 28 －
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議案１．剰余金処分議案

当社普通株式１株につき金 38円50銭 総額756,100,191円

株 主 総 会 参 考 書 類

議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
　第40期の期末配当につきましては、安定的な配当の継続と当期の業績、今後の事業展開
ならびに内部留保の状況等を総合的に勘案し、株主の皆様のご支援にお応えするため、以下
のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類
　金銭といたします。

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2025年６月27日

－ 29 －
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議案２．定款変更議案

現行定款 変更案
第1条～第2条 ＜条文省略＞
（本店の所在地）
第3条 当会社は、本店を兵庫県姫路市に置く。
第4条～第39条＜条文省略＞
第7章 附則
第1条 ＜条文省略＞
＜新設＞

第1条～第2条 ＜現行どおり＞
（本店の所在地）
第3条 当会社は、本店を兵庫県神戸市に置く。
第4条～第39条 ＜現行どおり＞
第7章 附則
第1条 ＜現行どおり＞
（本店の所在地に関する経過措置）
第2条 第3条（本店の所在地）の変更は2025

年9月30日までに開催される取締役会
において決定する本店移転日をもって
その効力を生じるものとし、本附則
は、当該本店移転日の経過後にこれを
削除する。

第２号議案 定款一部変更の件
　当社は、既存顧客および潜在顧客への迅速なアクセス、ならびに当社各拠点との連携強化等
や、当社グループの企業イメージ向上を図り、より一層優秀な人材を惹きつけることにより、事
業の更なる成長と企業価値の向上を目指すため、本社を移転することとし、現行定款第３条に定
める本店所在地を「兵庫県姫路市」から「兵庫県神戸市」に変更するものであります。
　なお、この変更につきましては、2025年９月30日までに開催される取締役会において決定す
る本店移転日をもって効力を生じる旨の附則を設け、効力発生日経過後、この附則を削除するこ
とといたします。

（下線は変更部分を示します。）

－ 30 －
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議案３．取締役選任議案

候補者
番　号

氏　　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

１
なか
中

 

　
の
野

 

　
とし
敏

 

　
みつ
光

(1956年７月11日)

    1982年    8 月 アリコジャパン（現メットライフ生命保険㈱）入社
    1985年    7 月 ㈱ワークデーターバンク（現 ＷＤＢホールディ

ングス㈱）設立 代表取締役（現任）
    2010年    4 月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パ

ートナーズ㈱）代表取締役
    2011年    4 月 ㈱アイ･シー･オー（現 ＷＤＢココ㈱）取締役

（現任）
    2011年    11月 ＷＤＢ㈱ 代表取締役（現任）
    2012年    12月 ＷＤＢ工学㈱ 代表取締役
    2013年    3 月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢココ㈱） 取締役
    2014年    4 月 ㈱カケンジェネックス 取締役
    2014年    11月 ＷＤＢ工学㈱ 取締役（現任）
    2015年    6 月 ＷＤＢ独歩㈱ 取締役（現任）
    2016年    4 月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 取締役
    2017年    2 月 ネゾット㈱ 代表取締役（現任）
    2020年    6 月 ＷＤＢ事業承継パートナーズ㈱ 代表取締役（現

任）
2023年    11月 ドコ1㈱ 代表取締役（現任）

600,000株

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
　本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同
じ。）全員が任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、取締役候補者の選任方針については、所管する部署・事業に関し、戦略的かつ迅速な意
思決定を行うとともに、リスク管理を行うことができる能力、知識、経験を有していることとの
観点から、総合的に検討しております。
　また、社外取締役の候補者の指名にあたっては、会社法に定める社外要件および東京証券取引
所が定める独立性基準に加え、各分野における専門知識、豊富な経験を有していることとの観点
から総合的に検討しております。
　当社は、取締役について、法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認めら
れる事由が生じた場合には、取締役会において当該取締役の役位の解職その他の処分について、
審議の上決定いたします。
　取締役候補者は次のとおりであります。
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議案３．取締役選任議案

候補者
番　号

氏　　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

２
おお
大

 

　
つか
塚

 

　
み
美

 

　
き
樹

(1964年１月16日)

    1986年    4 月 奥内ビル㈱入社
    1986年    9 月 当社入社
    1995年    11月 社会保険労務士 登録
    1996年    10月 当社取締役
    2000年    7 月 当社専務取締役（現任）
    2010年    4 月 事業承継パートナーズ㈱（現 ＷＤＢ事業承継パ

ートナーズ㈱）取締役（現任）
    2011年    4 月 ㈱アイ･シー･オー（現 ＷＤＢココ㈱）代表取締

役
    2011年    11月 ＷＤＢ㈱ 専務取締役（現任）
    2012年    12月 ＷＤＢ工学㈱ 取締役（現任）
    2013年    3 月 電助システムズ㈱（現 ＷＤＢココ㈱）代表取締

役
    2014年    4 月 ＷＤＢユニバーシティ㈱ 代表取締役
    2015年    6 月 ＷＤＢ独歩㈱ 代表取締役（現任）
    2017年    2 月 ネゾット㈱ 取締役（現任）
    2017年    3 月 Oy Medfiles Ltd. Chairman（現任）
    2017年    6 月 ㈱コーブリッジ 代表取締役（現任）
    2020年    6 月 ＷＤＢ臨床研究㈱（現 ＷＤＢココ㈱）取締役
    2020年    6 月 ＷＤＢケミカルラボラトリー㈱ 取締役
    2020年    6 月 ㈱カケンジェネックス 取締役

480,000株

３
か
加

 

　
とう
藤

 

　
まさ
正

 

　
ひさ
久

(1955年８月27日)

1979年    4 月 ㈱竹中工務店入社
2005年    3 月 ㈱竹中工務店 大阪本店営業部長
2013年    3 月 ㈱竹中工務店 執行役員
2016年    3 月 ㈱竹中工務店 常務執行役員
2019年    3 月 ㈱竹中工務店 取締役専務執行役員
2023年    3 月 ㈱竹中工務店 顧問
2024年    4 月 当社顧問
2024年    6 月 当社常務取締役 営業担当（現任）

806株
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議案３．取締役選任議案

候補者
番　号

氏　　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

４
くろ
黒

 

　
だ
田

 

　
きよ
清

 

　
ゆき
行

(1970年１月12日)

    1996年    4 月 弁護士登録
    2002年    5 月 弁護士法人三宅法律事務所パートナー
    2005年    11月 当社社外監査役
    2009年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2018年    6 月 ㈱不動テトラ 社外取締役（監査等委員）（現

任）
    2019年    5 月 弁護士法人三宅法律事務所代表社員（現任）

2,047株

５
き
木

 

　
むら
村

 

　
ひろ
裕

 

　
し
史

(1963年９月５日)

    2003年    10月 弁護士登録
    2005年    7 月 木村法律事務所開設

木村法律事務所所長（現任）
    2009年    6 月 当社社外監査役
    2012年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2014年    6 月 フジプレアム㈱ 社外取締役（現任）
    2017年    6 月 播陽証券㈱ 社外監査役（現任）

2,501株

（注）1. 取締役候補者　中野敏光氏は、当社の経営を支配しているものであります。
2. 他の各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 黒田清行氏および木村裕史氏は、社外取締役候補者であります。
4. ①社外取締役候補者　黒田清行氏には、弁護士としての経験と見識が豊富であり、法律の専門家とし

て、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営
の監視を遂行していただくことを期待しております。
なお、同氏は既に16年間当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいた
だいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断いた
しました。また、同氏は過去に当社の社外監査役であったことがあります。

②社外取締役候補者　木村裕史氏は、弁護士としての経験と見識が豊富であり、法律の専門家として当
社の経営全般に対して提言をいただいており、当社のコーポレートガバナンス強化の面において助言
等をいただくことを期待しております。
なお、同氏は既に13年間当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいた
だいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断いた
しました。また、同氏は過去に当社の社外監査役であったことがあります。

5. 当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、黒田清行氏および木村裕史氏との間で、会社法第423
条第１項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときに限り会社法
第425条第１項各号に定める金額の合計額とする旨の責任限定契約を締結しております。なお、本議案
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議案３．取締役選任議案

が承認可決され、黒田清行氏および木村裕史氏が再任された場合、引き続き上記責任限定契約を継続す
る予定であります。

6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結し
ており、当社取締役、子会社取締役を含む被保険者の過誤、義務違反、不作為等を理由に提起された損
害賠償請求、非金銭的請求および刑事訴追に起因して、被保険者が被る損害を当該保険契約によって填
補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者と
なります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

7. 当社は、黒田清行、木村裕史の両氏を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として、同取引所に
届け出ております。

8. 取締役候補者の所有する当社株式の数は、2025年3月31日時点の数であり、役員持株会における持分
を含んでおります。（1株未満切捨て表示）

9. 本議案に関しまして、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しており
ます。
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議案４．監査等委員選任議案

氏　　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

新　任
め

目
 

　
ぼそ

細
 

　
みのる

実
(1964年７月２日)

1989年９月 中央新光監査法人入所
1997年４月 公認会計士登録
2005年７月 中央青山監査法人 社員
2007年８月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマ

ツ）入所 社員
2024年１月 目細公認会計士事務所長（現任）
2024年３月 ㈱ダイキアクシス 社外取締役（現任）
2024年６月 ゼファー㈱ 監査役（非常勤）（現任）

－株

第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
　当社のコーポレートガバナンス強化と業務監査の充実を図るため、監査等委員である社外取締
役を１名増員することとし、監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じま
す。
　なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）1.　目細実氏は、2024年4月より当社との間でコンサルティング契約を締結しております。同氏が選任された場合、当該契約を解
除する予定であります。なお、契約金額は僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しておりま
す。

2.　目細実氏は、社外取締役候補者であります。
3.　社外取締役候補者　目細実氏は、公認会計士であり、財務および会計に関する高度な知見を有しており、専門的見地から監査

等委員である社外取締役としての役割を果たすことが期待できるため、社外取締役候補者といたしました。
4.　目細実氏が選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項に定める賠

償責任の限度額を、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときに限り会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額
とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。

5.　当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役、
子会社取締役を含む被保険者の過誤、義務違反、不作為等を理由に提起された損害賠償請求、非金銭的請求および刑事訴追に
起因して、被保険者が被る損害を当該保険契約によって填補することとしております。候補者が取締役に選任され就任した場
合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しておりま
す。

以上

－ 35 －



2025/05/29 16:06:30 / 24182387_ＷＤＢホールディングス株式会社_招集通知_電子提供措置用

地図

株主総会会場ご案内図
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